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１．これまでの委員会の検討経緯１．これまでの委員会の検討経緯

・平成１７年度～２４年度まで、計８回の「移動性（モビリティ）向上委員会」を開催
平成１８年度に「埼玉のみち移動性見える化プラン を策定 公表し 選定箇所（２４箇所）の対策実施状況や 今後の渋滞対策

＜これまでの委員会検討経緯＞○平成１７年度
移動性（モビリテ ）向上委員会を設置

・平成１８年度に「埼玉のみち移動性見える化プラン」を策定・公表し、選定箇所（２４箇所）の対策実施状況や、今後の渋滞対策
を進める上での工夫等について議論

○平成17年度 第1回委員会（平成17年10月31日実施）

・移動性向上を図るべき箇所（候補）の抽出の考え方（案）

第2回委員会（平成18年1月17日実施）

・移動性の向上を図るべき箇所（候補）の抽出について
移動性の向上を図るべき箇所の選定方法について

移動性（モビリティ）向上委員会を設置

〈一般道路を対象に検討〉

○平成１８年度 ・移動性の向上を図るべき箇所の選定方法について

パブリックコメント（平成18年2月17日～28日）

第3回委員会（平成18年3月22日実施）
・移動性の向上を図るべき箇所の選定
・「埼玉のみち移動性見える化プラン」の策定

○平成１８年度
｢埼玉のみち移動性見える化プラン｣を公表

・各道路管理者及び警察で、渋滞対策箇所について情報を共
有化

・そのうち 問題の大きい２４箇所を選定し 渋滞対策を実施 移動性見 化 」 策

○平成18年度 「埼玉のみち移動性見える化プラン」を公表

○平成19年度 第4回委員会（平成20年3月18日実施）
・今後の「埼玉県見える化プラン」について

・そのうち、問題の大きい２４箇所を選定し、渋滞対策を実施

○平成２０～２３年度
選定箇所（２４箇所）の対策実施状況を確認

○平成20年度 パブリックコメント（平成21年2月3日～27日）

第5回委員会（平成21年3月13日実施）
・今後の道路整備に対する要望について

○平成21年度 第6回委員会（平成22年3月9日実施）
「埼玉のみち移動性見える化プラン」選定箇所の対策実施状況

今後の渋滞対策の工夫について

・社会情勢や公共事業を取り巻く環境が大きく変化する中、従
来と異なる新たな渋滞対策の取り組みを検討するため、
データや事例を基に幅広く議論

・「埼玉のみち移動性見える化プラン」選定箇所の対策実施状況
・今後の渋滞対策の工夫について

○平成23年度 第7回委員会（平成24年3月22日実施）
・「埼玉のみち移動性見える化プラン」選定箇所の総括
（新たに3箇所を追加し27箇所に）

○平成２４年度
渋滞対策のあり方について

課題の状況を継続的に把握 共有するとともに 新たな交通

2

○平成24年度 第8回委員会（平成24年7月19日実施）
・渋滞箇所抽出の考え方を見直し（抽出指標の設定）
※首都圏ボトルネック対策協議会において、パブリックコメント

等を含めた地域の渋滞箇所の特定について検討

・課題の状況を継続的に把握・共有するとともに、新たな交通
観測データの分析等により効果的な渋滞対策を検討



■渋滞対策検討の経緯

１．これまでの委員会の検討経緯１．これまでの委員会の検討経緯

渋滞対策 方針

○「今後の高速道路のあり方中間とりまとめ(高速道路のあり方検討有識者委員会、平成23年12月)」において、効率性を阻害する渋滞ボトルネック対策の重要性
が指摘されたこと

○社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会においても、渋滞対策を含め、道路利用の適正化が議論されていること
○交通観測技術の進展・普及により、道路交通状況の詳細に係るデータが容易に取得可能となるなど、観測環境に大きな改善が見られること

渋滞対策の方針

平成２４年度における検討経緯

○交通観測技術の進展 普及により、道路交通状況の詳細に係るデ タが容易に取得可能となるなど、観測環境に大きな改善が見られること

課題の状況を継続的に把握・共有するとともに、新たな交通観測データの分析等により
効果的な渋滞対策の推進に取り組む

平成２４年度における検討経緯

平成24年度
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２．対応方針（案）について２．対応方針（案）について２．対応方針（案）について２．対応方針（案）について
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２．対応方針（案）について２．対応方針（案）について

■県全体、県内の地域を階層的に整理し対応方針を立案

○対応方針の立案にあたっては、県全体、県内の地域を階層的に整理
○地域特性、交通特性を整理し、必要な対策の方向性を検討

対応方針

県全体

県全体の概況把握

対応方針

方向性の整理
・ネットワーク整備
・地域毎の渋滞対策

県内の地域

対応方針の立案

各地域の概況把握

現在の対策状況〈状況の確認〉

対応方針の立案

主要渋滞箇所毎の
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主要渋滞箇所毎の
対策の方針



■埼玉県全体（イメージ）

２．対応方針（案）について２．対応方針（案）について

１．埼玉県の概況

３．埼玉県全体の交通ネットワークイメージ
概 要

埼玉県

• 県内の人口の増加率は近年鈍化しているものの、県南地域（国道16号を含む内側地域）への集中傾向は続い
ており、自動車保有台数も平成3年から平成23年の20年間で約6割増加。

栃木県

群馬県

南北方向の交通軸

道路ネットワーク
の整備

埼玉県

の状況
• また、県内の旅客輸送の約7割（平成21年）が自動車交通であり自動車での移動が地域の重要な交通手段。

• 県内の道路網は、歴史的に江戸時代の街道が基幹的な幹線道路へ変化したことや、荒川などの河川が南北
に位置するなど地理的な分断要素により、南北方向に比較し東西方向の交通ネットワークが不足。

道路

• 埼玉県においては、中心都市であるさいたま市を含む県南地域に人口が集積しており、埼玉県の2割
の面積に県内の渋滞損失の約6割が集中するとともに約7割の主要渋滞箇所が集中。

• 都心と群馬・栃木県方面を繋ぐ南北方向の関越自動車道、国道４号、国道17号等の主要幹線道路に
おいては、交通需要の増大する朝夕の通勤・通学時や休日や観光シーズンに交通容量の不足から渋滞

２．方向性

茨城県

道路ネットワーク
の整備

道路ネットワーク
の整備

【関越道】

休日・観光シーズンには
交通容量が不足

交通

状況

おいては、交通需要の増大する朝夕の通勤 通学時や休日や観光シ ズンに交通容量の不足から渋滞
が顕著。

• 東西方向の都市間を結ぶ幹線道路においては、道路交通ネットワーク整備が不十分なため、都市内
交通と主要都市間の交通が限られた国道16号等の主要幹線道路に集中し渋滞が発生しており、周辺
の生活道路においても主要幹線道路の渋滞を避ける迂回交通や住宅地からの交通により慢性的な渋
滞が発生。

千葉県

東京都

山梨県

市街地の通過交通と

東西方向の交通軸

市街地の通過交通と

概 要

総合

対策等

•埼玉県内においては、朝夕の通勤・通学時に集中する交通による渋滞、限られた道路ネットワークに都市間交通
と都市内交通が集中することによる交通渋滞、休日・観光シーズンの交通渋滞について、それぞれの渋滞要因に
即した対策を総合的に実施。

①南北方向の渋滞対策
• 都心と群馬・新潟方面を繋ぐ南北方向の高速道路ネットワークである関越自動車道の朝夕の通勤・通学時間

凡 例

＜主要渋滞箇所＞

箇所

県庁
市役所・町村役場
ＪＲ
私鉄

箇所（踏切）

区間

エリア

＜道路種別＞

高速道路
一般県道以上

＜主要渋滞箇所に隣接する主な施設＞

駅

大型店舗

＜主要施設＞

凡 例

＜主要渋滞箇所＞

箇所

県庁
市役所・町村役場
ＪＲ
私鉄

箇所（踏切）

区間

エリア

＜道路種別＞

高速道路
一般県道以上

＜主要渋滞箇所に隣接する主な施設＞

駅

大型店舗

＜主要施設＞

【東部地域】

通過交通と中心市街
地への流入が混在し
交通容量が不足

都心方向の交通軸

市街地の通過交通と
流入交通を分散

【中部地域】

通過交通と中心市街
地への流入が混在し
交通容量が不足

市街地の通過交通と
流入交通を分散

道路

整備

車 朝
帯や休日や観光シーズンの交通需要に対して交通容量が不足する渋滞について、交通容量の拡大を図るとと
もにソフト対策を実施。
→ 南北の高速道路ネットワークの交通容量の拡大（関越自動車道花園IC周辺）

• 人と交通が集中する中部地域や東部地域における、都心と地方部を繋ぐ南北方向の交通軸の朝夕の通勤・通
学時間帯や休日や観光シーズンの交通需要に対して交通容量が不足する渋滞について、バイパスの整備や交
差点改良等による交差点の円滑化や交通容量の拡大を図るとともに信号現示の調整やのソフト対策を実施。
→ 交通容量の拡大（国道１７号上尾道路、国道４号東埼玉道路 等）

②東西方向の渋滞対策
• 都市を迂回する道路ネットワ クの整備により 都市中心部に向かう幹線道路に集中する交通の抑制 分散を

今後の対応方針

私鉄般県道以上
市町村道

私鉄般県道以上
市町村道

エリア・・・都市部等、混雑区間・箇所が面的に広がっており、複数路線に跨り複数の主要渋滞箇所を含む区域
区 間・・・交差点等が連担するなど、速度低下箇所が連続しており、複数の主要渋滞箇所を含む区間

• 都市を迂回する道路ネットワークの整備により、都市中心部に向かう幹線道路に集中する交通の抑制・分散を
促進。 → 環状道路の整備（首都圏中央連絡自動車道）

• 道路ネットワークが不足する東西方向の交通軸について、都市計画道路の整備により交通容量の拡大、交通
の円滑化を促進。
→ バイパスの整備（国道４６３号バイパス 等）
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• 各主要渋滞箇所の渋滞対策について、各道路管理者や警察が道路利用者の協力を得つつ詳細な検討を進め、具体的な対策を立案・実施。

→ 朝夕の通勤・通学時間帯に集中する交通による渋滞、都市間交通と都市内交通の輻輳に対する渋滞、休日等における観光交通に起因する渋滞の対策を推進。

• 人と交通が集中する中部地域において、南北方向の国道１７号や東西方向の国道１６号等について、各道路管理者が連携して、交通容量の拡大や交差点の円滑化の対策を検討。

• 今後、渋滞箇所や渋滞状況が変わることが想定されることから、主要渋滞箇所やその対応方針について見直しを実施。



■埼玉県東部地域（イメージ）

２．対応方針（案）について２．対応方針（案）について

１．埼玉県東部地域の概況

３．埼玉県東部地域の主要渋滞箇所と現在の対策等
概 要

埼玉県

• 埼玉県東部地域は、都心から約20ｋｍ圏にあって、都心から東北・常磐方面へ主要放射軸が延びてお
り、都心への利便性が高い地域。

• 高度成長期には 都心に近接する恵まれた交通利便性などにより 大規模な住宅団地の造成などによ
凡 例凡 例

東部地域

の状況

• 高度成長期には、都心に近接する恵まれた交通利便性などにより、大規模な住宅団地の造成などによ
って人口が急増し、主要幹線道路及び鉄道沿線に新たな市街地が形成。

• 近年では越谷レイクタウン等の大規模土地区画整理事業による商業施設の立地や、三郷インターチェン
ジ周辺においては、土地区画整理地内における物流施設等の立地が進行中。

道路

交通

• 南北方向及び東西方向の都市間を結ぶ幹線道路においては、交通ネットワーク整備が不十分な
ため、都市内交通と都市間交通が主要幹線道路に集中し、朝夕の通勤・通学時に限らず国道4
号や国道298号等の主要幹線道路や周辺の県道29号線等の生活道路で主要幹線道路の渋滞を避
ける迂回交通や周辺の住宅地からの交通により慢性的な渋滞が発生。

＜主要渋滞箇所＞

箇所

県庁
市役所・町村役場
ＪＲ
私鉄

箇所（踏切）

区間

エリア

＜道路種別＞

高速道路
一般県道以上

市町村道

＜主要渋滞箇所に隣接する主な施設＞

駅

大型店舗

＜主要施設＞

＜主要渋滞箇所＞

箇所

県庁
市役所・町村役場
ＪＲ
私鉄

箇所（踏切）

区間

エリア

＜道路種別＞

高速道路
一般県道以上

市町村道

＜主要渋滞箇所に隣接する主な施設＞

駅

大型店舗

＜主要施設＞

南北方向の
市街地利用交通と通
過交通を分散

春日部市

２．現在の対策等

状況 • 幹線道路沿線には大規模店舗、物流施設等の立地が進んでおり、その周辺部で交通集中による渋滞
が多く発生。

概 要

国道4号沿いに市街地が連担
通過交通と域内交通の交通容
量が不足

越谷市

道路

整備

①南北方向の渋滞対策
• 南北方向の交通軸における渋滞について、市街地中心部を迂回する道路ネットワークの整備により、市
街地中心部を通過する交通の抑制、流入交通の分散を促進。
→ 道路ネットワークの整備（国道４号東埼玉道路 等）

②東西方向の渋滞対策
• 交通需要に対して交通容量が不足する東西交通軸の主要渋滞箇所について、道路ネットワークの整備
による交通の転換・分散や交差点の円滑化、交通容量の拡大を図るとともに信号現示の調整によるソフト
対策を実施。

八条橋西詰交差点

草加市整備 → 道路ネットワークの整備
（東京外かく環状道路（三郷南～髙谷）の整備、三郷JCTランプ増設（外環⇒常磐））

→ 交差点の円滑化（八条橋西詰交差点 等）
③利用者交通の集中による商業施設等へのアクセス道路の渋滞対策
• 主要な商業施設等へのアクセス道路の主要渋滞箇所においては、交通容量の拡大やアクセス道路の
整備などのハード施策と信号現時の調整によるソフト施策を併せて実施。
→ 交通容量の拡大（国道4号東埼玉道路等）

ソフト

草加市
三郷JCTランプ増設

東京外かく環状道路
（三郷南～髙谷）

ソフト

施策
• 信号現示の調整による交通の整流化を促進。

今後の対応方針

各主要渋滞箇所の渋滞対策について 各道路管理者や警察が道路利用者の協力を得つつ詳細な検討を進め 具体的な対策を立案 実施

7

• 各主要渋滞箇所の渋滞対策について、各道路管理者や警察が道路利用者の協力を得つつ詳細な検討を進め、具体的な対策を立案・実施。

→ 都市間交通と都市内交通が集中することによる南北・東西の交通軸の渋滞、利用者交通の集中による商業施設へのアクセス道路の渋滞について道路ネットワークの整備対策等の対策を推進。

• 今後、渋滞箇所や渋滞状況が変わることが想定されることから、主要渋滞箇所やその対応方針について見直しを実施。



■埼玉県中部地域（イメージ）

２．対応方針（案）について２．対応方針（案）について

１．埼玉県中部地域の概況

概 要

埼玉県

• さいたま市は業務核都市として位置づけられており、国道17号の沿線の「浦和地区」「大宮さいたま新都心
地区」を中心に商業・会社等の業務施設、行政施設が集中。

３．埼玉県中部地域の主要渋滞箇所と現在の対策等

埼玉県

中部地域

の状況

地区」を中心に商業 会社等の業務施設、行政施設が集中。

• 市街地は、旧中山道沿いの大宮台地上などの鉄道利便性の高い地域を中心に形成されており、主な鉄道
駅である大宮駅周辺、浦和駅周辺に商業施設が集積。

• 自動車専用道路をはじめとする広域的な道路ネットワークや都市の骨格を形成する都市計画道路の整備
率が低い。

道路

交通

• 南北方向の都市間を結ぶ幹線道路においては、交通需要の増大する朝夕の通勤・通学時に限らず主要
幹線道路の渋滞を避ける迂回交通や周辺の住宅地からの交通により慢性的な渋滞が発生。

• 東西方向の都市間を結ぶ幹線道路においては 道路交通ネットワーク整備が不十分なため 都市内交通

凡 例

＜主要渋滞箇所＞

箇所

県庁

箇所（踏切）

区間

エリア

＜主要渋滞箇所に隣接する主な施設＞

駅

大型店舗

＜主要施設＞

凡 例

＜主要渋滞箇所＞

箇所

県庁

箇所（踏切）

区間

エリア

＜主要渋滞箇所に隣接する主な施設＞

駅

大型店舗

＜主要施設＞

２．現在の対策等

交通

状況

東西方向の都市間を結ぶ幹線道路においては、道路交通ネットワ ク整備が不十分なため、都市内交通
と主要都市間の交通が限られた国道16号等の主要幹線道路に集中し渋滞が発生しており、周辺の
生活道路においても主要幹線道路の渋滞を避ける迂回交通や住宅地からの交通により慢性的な渋
滞が発生。

県庁

市役所・町村役場
ＪＲ
私鉄

＜道路種別＞

高速道路
一般県道以上

市町村道

県庁

市役所・町村役場
ＪＲ
私鉄

＜道路種別＞

高速道路
一般県道以上

市町村道

上尾市

市街地利用交通の交
通容量の拡大

概 要

道路

①南北方向の渋滞対策
• 交通需要に対して交通容量が不足する南北方向の交通軸である国道１７号等の主要渋滞箇所について、バイパスの整備による交差
点の円滑化や交通容量の拡大を図るとともに信号現示の調整によるソフト対策を実施。
→ 交通容量の拡大（国道１７号上尾道路、与野大宮道路等）

• 交差点形状や道路構造に起因する速度低下について、バイパスの整備による交差点の円滑化や交通容量の拡大を実施。
→ 交通容量の拡大（国道１２２号バイパス等）

与野大宮道路

国道122号バイパス

南北方向の

市街地利用交通と通過
交通を分散

整備 ②東西方向の渋滞対策
• 都市を迂回する環状方向の道路ネットワークの整備により、市街地を通過する交通の抑制、都心へ向かう主要幹線道へ集中する流
入交通を分散。
→ ネットワーク道路の整備（首都圏中央連絡自動車道）

• 市街地中心部を迂回するバイパスの整備により、東西方向の交通軸の交通容量の拡大、交差点の円滑化を促進。
→ 交通容量の拡大（国道４６３号バイパス）

ソフト

施策
• 信号現示の調整による交通の整流化を促進。

国道17号沿いに市街地が連担内

外交通の比率が高く中心市街地

さいたま市

施策
信号現示の調整による交通の整流化を促進。

今後の対応方針

国道463号バイパス

外交通の比率が高く中心市街地
への流入交通の交通容量が不足

東西方向の

市街地利用交通と通過
交通を分散

• 各主要渋滞箇所の渋滞対策について、各道路管理者や警察が道路利用者の協力を得つつ詳細な検討を進め、具体的な対策を立案・実施。
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→ 交通需要に対して交通容量が不足することに起因する南北・東西方向の交通軸における渋滞について、バイパス整備による通容量の拡大や環状道路ネットワークの

整備による交通の転換・分散。

• 今後、渋滞箇所や渋滞状況が変わることが想定されることから、主要渋滞箇所やその対応方針について見直しを実施。



３．渋滞対策（案）について３．渋滞対策（案）について３．渋滞対策（案）について３．渋滞対策（案）について
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■今後の埼玉県における渋滞対策検討マネジメントサイクル

３．渋滞対策（案）について３．渋滞対策（案）について

○各主要渋滞箇所の渋滞対策について、各道路管理者や警察が道路利用者の協力を得つつ詳細な検討を進め、具体的な対
策を立案・実施
○今後、渋滞箇所や渋滞状況が変わることが想定されることから、主要渋滞箇所やその対策の方針について見直しを行う

主要渋滞箇所の対策の立案
Ｐｌａｎ （計画）

現在

今後
Ｐ･Ｄ･Ｃ･Ａサイクルの実現によ

対応方針の策定

主要渋滞箇所の対策の立案

 各主要渋滞箇所について、各道路管理者や警察が道路利用者の協力を得つつ詳細な検討を
進め、具体的な対策を立案

 各主要渋滞箇所の対策の検討にあたっては、各道路管理者が渋滞状況、対策の方針、今後
の対策案、対策案の概要を整理

Ｐ Ｄ Ｃ Ａサイクルの実現によ
る確実な渋滞対策の実施

円滑な渋滞対策の実施を実現

Do（実行）Ａｃｔｉｏｎ（改善）

Action

Ch k

主要渋滞箇所の見直し

Action （改善）

 各道路管理者が個別に立案した対策に基づき対策を実施

 他機関の実施施策等との連携・調整を図りながら対策を実施

Plan

Do

Check

 道路管理者、モニタリング等による検証･評価を踏まえ、渋滞対
策と主要渋滞箇所の見直し案を作成

 渋滞対策の確認及び主要渋滞箇所の見直しを議論

 渋滞対策及び主要渋滞箇所の見直しを決定

モニタリング等による検証・評価

 最新の交通データに基づく渋滞状況の確認

 実施した対策の効果について、道路利用者（バス・タクシー・トラック等運輸事業者、観光関係

Ｃｈｅｃｋ（評価）
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団体等）の実感を確認

・一定期間選定要件以下 → 主要渋滞箇所の取り下げ(終了）
・対策終了後、一定期間選定要件以下 → 渋滞対策の終了
・対策終了後、選定要件以上 → 新たな渋滞対策の検討
・主要渋滞箇所以外の箇所が選定要件以上 → 主要渋滞箇所の追加



■主要渋滞箇所の渋滞対策の整理（案）

３．渋滞対策（案）について３．渋滞対策（案）について

○主要渋滞箇所毎に渋滞状況、渋滞要因、対策案を一覧できるよう各道路管理者が適切な方法により整理

要因が及ぼす渋滞状況の把握

渋滞状況

○民間プローブデータ等の道路交通デー
タより得られる、渋滞状況を整理

渋滞要因

○現地確認等により、渋滞の発生要因を整理
（道路構造、交差点形状、沿道施設、交通

特性等）
主要渋滞箇所カテ主要渋滞箇所カテ主要渋滞箇所カテ主要渋滞箇所カテ主要渋滞箇所カテ主要渋滞箇所カテ主要渋滞箇所カルテ

（旅行速度、交通量等） 特性等）

対策案

○策定した対策案を整理
（事業目的、事業期間、事業主体等）

要因と対策の目的が整合しているか把握対策の渋滞状況への効果の把握
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■主要渋滞箇所毎の対策の方針（イメージ）

３．渋滞対策（案）について３．渋滞対策（案）について
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３．渋滞対策（案）について３．渋滞対策（案）について

■主要渋滞箇所毎の対策の方針（イメージ）
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４．今後のスケジュールについて４．今後のスケジュールについて４．今後のスケジ ルについて４．今後のスケジ ルについて

14



平成24年度 平成25年度

３．今後のスケジュールについて３．今後のスケジュールについて
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